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第３部 踏切道における交通

第１章 踏切道の現況

第１項 令和５年度中の踏切事故の概況

（１）踏切事故発生件数及び死傷者数

踏切事故発生件数は、257 件、前年度から 62件（31.7％）増加した。

死傷者数は、164人、前年度から 27人（19.7％）増加した。

死亡者数は、103人、前年度から 11人（11.9％）増加した。

図表１－１ 踏切事故の発生件数及び死傷者数 

令和 5 年度 前年度比

発生件数 257 件 ＋62 件 31.7% 

死傷者数 164 人 ＋27 人 19.7% 

死亡者数 103 人 ＋11 人 11.9% 

 第 11 次交通安全基本計画（以下「第 11 次計画」という。）では、「令和 7 年までに踏切事故

件数を令和 2 年と比較して約 1 割削減することを目指す。」目標を掲げているが、近年の踏切事

故件数は横ばいであり、令和3年度以降の踏切事故件数は令和2年度を上回っていることから、

目標を達成できない見込みである。 

（２）踏切事故の主な特徴

近年の踏切事故の特徴としては、第 1 種踏切道（自動遮断機が設置されている踏切道又は昼

夜を通じて踏切保安係が踏切遮断機を操作している踏切道）における発生件数が最も多く、踏

切全体の割合でも増加している。また、原因は直前横断、側面衝撃、停滞、落輪等、通行者に

起因する事故が 9 割以上を占めており、65 歳以上の高齢者が関係する事故の割合が多い傾向と

なっている。 

また、令和５年度においては、踏切事故は運転事故の 37.8％を、また踏切事故による死亡者

は運転事故による死亡者の 35.0％をそれぞれ占めており、踏切事故防止は鉄道の安全確保上、

極めて重要なものとなっている。 
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第２項  踏切事故の長期的推移 

踏切事故の発生件数及び死傷者数の推移 

 踏切事故の発生件数は、長期的には減少傾向にあったが、近年はほぼ横ばいで推移している。 

 踏切事故による死傷者数についても踏切事故の発生件数と同様の傾向である。 

 踏切事故による死亡者数についても同様の傾向であり、近年は 100人前後で推移している。 

 

図表１－２ 踏切事故の発生件数及び死傷者数の推移 

 
第３項  踏切道数の推移 

 踏切道は立体交差化や構造改良、また踏切遮断機や踏切警報機などの踏切保安設備の整備

等の安全対策が進められており、現在では踏切道の 91％が第１種踏切道となっている。ま

た、踏切遮断機のない第３種踏切道及び第４種踏切道は年々減少しており、令和５年度末

においては、それぞれ 582 箇所及び 2,367 箇所残っている。 
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図表１－３ 踏切道数と踏切事故の発生件数の推移 

図表１－４ 立体交差化等を行った踏切道数の推移 

年 度 立 体 交 差 化 構 造 改 良 遮断機・警報機 

平成 28 年度 25 245 47 

平成 29 年度 14 211 23 

平成 30 年度 11 238 39 

令和元年度 17 316 32 

令和 2 年度 31 269 31 

令和 3 年度 22 245 31 

令和 4 年度 25 243 17 

令和 5 年度 22 181 19 

       ※1 立体交差化：連続立体交差化又は単独立体交差化により除却された踏切道数 
       ※2 構造改良：踏切道における道路幅員の拡幅や、歩道の設置などの整備を行った踏切道数 

※3 遮断機・警報機：第 3 種、第 4 種踏切道に踏切遮断機や踏切警報機を設置した踏切道数 
 

第４項 交通安全対策関係予算の長期的推移 

 踏切道の安全対策に関係する当初予算については、以下のとおり推移している。 
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第２章  第 11 次計画の評価の考え方 

 第 12 次交通安全基本計画（以下「12 次計画」）の作成に向けて、第 11 次計画の評価を以下の通

り実施した。 

 第 11 次計画の「重視すべき視点」である、「それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の

ｐ推進」を含めた様々な観点からの踏切事故に関する「横断的な評価（第 3章）」を実施した。 

 その上で、「重点施策及び新規施策の評価（第 4 章）」として、各施策の「資源」、「実績」及び

「効果」について関係を論理的に組み立て評価を実施した。また、重点施策及び新規施策につい

てロジックモデルを用いて体系的に整理を試みた。 

 
なお、本評価では新型コロナウイルス感染症の流行による外出率の変化などの環境変化の影響

をすべて考慮できているわけではない。特に新型コロナウイルス感染症の流行が収束後の踏切事

故件数については今後数年の推移を注視する必要がある。 

  

３．踏切道における交通の安全についての対策

１．踏切事故のない社会を目指して

○ 踏切事故は、長期的には減少傾向にあるが、改良すべき踏切

道がなお残されており、引き続き踏切事故防止を推進すること

により、踏切事故のない社会を目指す。

２．踏切道における交通の安全についての目標

令和７年までに踏切事故件数を令和２年と比較して約１割削減

することを目指す。

＜視点＞

それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進

＜４つの柱＞

① 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断

施設の整備

② 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

③ 踏切道の統廃合の推進

④ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措

置

重点施策及び新規施策

【第11次計画】

横断的な分析（第３章）

・ 「重視すべき視点」である「それぞれの踏切の状況等を勘案

した効果的対策の推進」を含めた様々な観点からの運転事故に

関する分析

重点施策及び新規施策の評価（第４章）

・ 施策の資源、実績、効果の関係を論理的に組み立て評価

・ 重点施策及び新規施策についてロジックモデルを用いて施策

を体系的に整理

【第11次計画の評価】
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第３章 第 11 次計画の横断的な分析 

第１項 第 11 次計画の横断的な分析の考え方 

第 12次計画に向けて踏切事故対策の課題を把握するため、第 11次計画の「重視すべき視点」で

ある「それぞれの踏切の状況等を勘案した効果的対策の推進」の観点から、踏切事故の発生件数

を踏切種別別、衝撃物別、原因別及び関係者年齢別に分析した。 
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第２項 第 11 次計画の横断的な分析結果 

（１）踏切事故の踏切種別別、衝撃物別、原因別及び関係者年齢別の発生件数 

 令和５年度に発生した踏切事故の踏切種別別の内訳は、第１種踏切道 229 件（89.1％）、第

３種踏切道２件（0.8％）、第４種踏切道 26 件（10.1％）であり、前年度と比較して大幅に

増加した。また、平均発生件数は第 10 次計画期間（平成 28 年度～令和２年度）は 215 件/

年、第 11 次計画期間（令和３年度～令和５年度）は 223 件/年であり、ほぼ横ばいであった。 

 第 1 種踏切道での事故件数が約９割を占めており、踏切道 100 か所当たりの事故件数では第

１種踏切道 0.78 件、第３種踏切道 0.34 件、第４種踏切道 1.10 件と第１種踏切道が第４種

踏切道の事故件数より少なくなっている。 

 衝撃物別の内訳は、自動車 105 件（40.9％）、二輪 11 件（4.3％）、自転車などの軽車両 34

件（13.2％）、歩行者 107 件（41.6％）であり、自動車（26 件増）、軽車両（19 件増）が大

幅に増加した。第 10 次計画期間（平成 28 年度～令和２年度）と第 11 次計画期間（令和３

年度～令和５年度）の平均発生件数を比べると、自動車５件増、二輪１件増、軽車両４件減、

歩行者６件増となっていた。 

 原因別の内訳は、直前横断 131 件（51.0％）、落輪・エンスト・停滞 78 件（30.4％）、側面

衝撃・限界支障 31件（12.1％）、その他 17件（6.6％）であった。 

 関係者年齢別の内訳は、０～９歳１件（0.4％）、10 歳代 13 件（5.1％）、20 歳代 23 件

（8.9％）、30歳代 19 件（7.4％）、40歳代 24 件（9.3％）、50歳代 36 件（14.0％）、60歳代

41件（16.0％）、70歳代 34件（13.2％）、80歳以上 43件（16.7％）、年齢不明 23件（8.9％）

であった。 

 高齢者（65 歳以上）の事故件数は 89 件（13 件増）であったが、第 10 次計画期間（平成 28

年度～令和２年度）と第 11 次計画期間（令和３年度～令和５年度）の平均発生件数を比べ

ると、４件減少となっていた。 

 死傷者数は 164 名（負傷者 61 名、死亡者 103 名）であり、前年より増加した。また、平均

死傷者数（死亡者数）は、第 10次計画期間は 168名/年（91名/年）、第 11次計画期間は 153

名/年（97 名/年）であり、死亡者数は増加し、死傷者数は減少した。なお、令和元年度に

77 名が負傷する踏切事故が発生している。 

 死亡者の衝撃物別の内訳は自動車９名（９％）、二輪３名（３％）、軽車両４名（４％）、歩

行者 87 名（84％）であった。 

 歩行者の原因別内訳は直前横断 68名、側面衝撃１名、停滞・線路内立入り 11名、その他７

名であった。 
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図表３－１ 踏切事故の踏切種別別、衝撃物別、原因別及び関係者年齢別の発生件数（令和 5 年度） 
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第１項 側面衝撃・限界支障： 自動車等が通過中の列車等の側面に衝突したもの及び自動車等が列車等と接触

する限界を誤って支障し停止していたため、列車等が接触したもの 

第２項 落輪・エンスト・停滞： 自動車等が落輪、エンスト、交通渋滞、自動車の運転操作の誤り等により、 

踏切道から進退が不可能となったため列車等と衝突したもの 

第３項 関係者年齢： 関係者年齢とは歩行者等の年齢（自動車にあっては、運転者の年齢） 

第４項 高齢者（65 歳以上）の件数は、89 件 

  

第１種踏切道

229件 89.1%

第３種踏切道

2件 0.8%

第４種踏切道

26件 10.1%

総件数
257件

自動車

105件

40.9%

二輪

11件

4.3%

軽車両

34件

13.2%

歩行者

107件

41.6% 総件数
257件

直前横断

131件 51.0%

落輪

エンスト

停滞

78件 30.4%

側面衝撃

限界支障

31件 12.1%

その他

17件

6.6%

総件数

257 件 

0～9歳

1件

0.4%

10歳代

13件

5.1%
20歳代

23件

8.9%

30歳代

19件

7.4%

40歳代

24件

9.3%

50歳代

36件

14.0%

60歳代

41件

16.0%

70歳代

34件

13.2%

80歳以上

43件

16.7%

年齢不明

23件

8.9%

総件数

258件



40 
 

 

（２）目標に対する分析結果 
 踏切事故の発生件数は、長期的には減少傾向であるが、近年はほぼ横ばいであり、第 11 次計

画の目標である「令和７年までに踏切事故件数を令和２年と比較して約 1 割削減することを目

指す。」については達成できない見込みである。 

令和２年度の踏切事故の発生件数が近年で一番少なく、令和５年度が近年で一番多くなって

いたものであるが、平均の事故件数は第 10 次計画期間より第 11 次計画期間が少し増加してい

る。踏切種別別では第１種踏切の事故がほとんどを占め、第４種踏切の事故は減少傾向であっ

た。衝撃物別別分析では令和５年度は自動車と二輪車の事故が増加しているが、割合は近年と

同様の傾向であった。要因別の分析では、直前横断、側面衝撃、停滞等が約９割を占めており、

近年と同様の傾向であった。年齢別の分析では、例年と同様の傾向であったが、高齢者の事故

については減少傾向であった。衝撃物別ごとに要因を確認したところ、自動車は、遮断機降下

後の侵入、踏切前方の渋滞等による停滞、歩行者は遮断機降下後の侵入、踏切内で立ち止まる

などの停滞、二輪、軽車両は転倒等、通行者に起因することが多く、これらが増加した原因に

ついては、傾向をつかむことは困難であった。 

しかし、通行者に起因する事故が多く発生していることから、こうした事故を防止するため、

通行者の意識に働きかけるような対策を実施するとともに、新たな技術（AI カメラ等による検

知・分析等）による対策が必要である。なお、高齢者の事故は減少傾向であり、高齢者の歩行

者対策（全方位型警報機及び非常押しボタンの整備、障害物検知装置の高規格化等）が寄与し

ていると考えられる。また、第４種踏切の事故は減少傾向であり、統廃合や踏切遮断機・踏切

警報機の設置が寄与していると考えられる。一方、第１種踏切の事故が増加傾向であることか

ら、立体交差化や構造改良、踏切保安設備の整備等を引き続き実施していく必要がある。 

 

 

図表３－４ 踏切事故の発生件数及び死傷者数 
                                        （人） 

 

 

出典：国土交通省資料 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

踏切事故件数 223 250 228 211 

死傷者数 189 169 149 216 

死亡者数 96 111 89 84 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

踏切事故件数 165 217 195 257 

死傷者数 117 157 137 164 

死亡者数 74  96 92 103 
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第４章 重点施策及び新規施策の評価 

第１項 重点施策及び新規施策の評価の考え方  

施策を評価するにあたり、第 11 次計画の各施策と重視すべき視点との対応をまとめた。 

 

第 11 次計画施策一覧表 

 

 

重点施策及び新規施策については、施策の「資源を測る評価指標」として「インプット（予

算等）」、施策の「実績を測る指標」として「アウトプット（施策の実施量や利用量）」、施策の

「成果を測る指標」として「1 次アウトカム（施策の実施による対象の意識・行動の変化等）」、

「2 次アウトカム（施策の実施による踏切事故の直接的・間接的な削減や被害の軽減等）」をそ

れぞれ設定するとともに、「重視すべき視点」である、「それぞれの踏切の状況等を勘案した効

果的対策の推進」との対応状況を確認したうえで、評価を実施した。 

また、重点施策及び新規施策についてロジックモデルを用いて体系的に整理を試みた。 

 

第２項  重点施策及び新規施策の評価結果 

（１） 評価結果の概要 

① 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 

・ 遮断時間が特に長い踏切道（開かずの踏切）や、主要な道路で交通量の多い踏切等については、

抜本的な交通安全対策である立体交差化等により、除却を促進するとともに、道路の新設・改

築及び鉄道の新線建設に当たっては、極力立体交差化を図った。令和３年度から５年度にかけ

て、69 か所の踏切道を立体交差化により除去するとともに、669 か所の踏切道の構造改良を行

った。踏切事故の死傷者数が減少傾向となっており、これらの安全対策が寄与したものと考え

られる。 

・ 踏切事故件数を削減するためには踏切道数そのものを減らす必要があることから、今後もより

重視すべき

視点

そ
れ
ぞ
れ
の
踏
切
の
状
況
等
を
勘
案
し
た
効

果
的
対
策
の
推
進

１ 踏切道の立体交差化，構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 ○ ○ 国土交通省

２ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 ○ ○ 警察庁、国土交通省

３ 踏切道の統廃合の促進 ○ ○ 国土交通省

４ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置 ○ ○ 警察庁、国土交通省

第11次交通安全基本計画　担当省庁一覧

注：重点及び新規は「重点施策及び新規施策」、その他の施策は「重点施策及び新規施策以外の施策」を指す

第11次交通安全基本計画

重
点
及
び
新
規

(

注

)

そ
の
他
の
施
策

担
当
府
省
庁
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一層立体交差化等による踏切道の廃止を促進する。 

 

② 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

・ 自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案して必要に

応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報装置、大型遮断装置、より事故防止効果の高い

踏切保安設備の整備を進めた。令和３年度から５年度にかけて、491 か所の踏切保安設備の整

備を行った。踏切事故の死傷者数が減少傾向となっており、これらの安全対策が寄与したもの

と考えられる。 

・ また、高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装置、非常押ボタンの

整備、障害物検知装置の高規格化を推進し、令和３年度から令和５年度にかけて、それぞれ

3,508箇所、500箇所、325箇所新たに整備された。高齢者の踏切事故件数が前計画期間の平均

より減少しており、これらの安全対策が寄与したものと考えられる。 

・ 踏切事故件数を削減するためには既存の安全対策のほか、AIカメラ等の新たな技術を活用した

対策などを推進する必要があると考えられる。 

 

③ 踏切道の統廃合の促進 

・ 踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、踏切道の統廃合を促進し、令和３

年度から５年度にかけて、362 か所の踏切道が減少した。踏切事故件数を削減するため、より

一層踏切道の統廃合を促進する。 

 

④ その他の踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

・ 緊急に対策の検討が必要な踏切道について、「踏切安全通行カルテ」を作成・公表し、効果検

証を含めたプロセスの「見える化」を推進するとともに、踏切事故防止に向けたキャンペーン

等を実施した。踏切事故の死傷者数が減少傾向となっており、これらの安全対策が寄与したも

のと考えられる。 

・ 踏切事故発生原因については、直前横断が５割以上を占めており、側面衝撃や停滞等の踏切道

通行者に起因するものを含めると９割以上であることから、引き続きこれらの活動を促進する。 
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（２）各重点施策及び新規施策の評価結果 

次ページ以降で各重点施策及び新規施策の評価結果を示す。 

 

  

別添「重点施策及び新規施策の評価結果」参照 
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踏
切
道
の
安
全
性
の
向
上
等
が
図
ら
れ
た
。

・
踏
切
道
の
歩
道
拡
幅
等
に
よ
る
構
造
改
良
が
促
進
さ
れ
て
お
り
、
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
平
均
と
比
較
し
て
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
平
均
の
踏
切
事
故
の
死
傷
者
数
が
減
少
傾
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
安
全
対
策
が
寄
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

国
土
交
通
省

・
立
体
交
差
化
に
よ
り
踏
切
道
の
除
却
が
促
進
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
踏
切
事
故
件
数
は
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
平
均
と
比
較
し
て
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
平
均
は
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
踏
切
事
故
件
数
を
削
減
す
る
た
め
に
は
更
な
る
立
体
交
差
化
等
に
よ

る
踏
切
道
の
除
却
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
土
交
通
省

備
考

記
入
府
省
庁

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
に
行
っ
た
施
策
を
踏
ま
え
た
評
価

評
価
府
省
庁

・
遮
断
時
間
が
特
に
長
い
踏
切
道
（
開
か
ず
の
踏
切
）
や
、
主
要
な
道
路
で
交
通
量
の
多
い
踏
切
等
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的
な
交
通
安
全
対
策
で
あ
る
連
続
立
体
交
差
化
等
に
よ
り
、
除
却
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
道
路
の
新
設
・
改
築
及
び
鉄
道
の
新
線
建
設
に
当
た
っ
て
は
、

極
力
立
体
交
差
化
を
図
っ
た
。

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

・
立
体
交
差
化
ま
で
に
時
間
の
掛
か
る
「
開
か
ず
の
踏
切
」
等
に
つ
い
て
は
、
効
果
の
早
期
発
現
を
図
る
た
め
各
踏
切
道
の
状
況
を
踏
ま
え
、
歩
道
拡
幅
等
の
構
造
の
改
良
や
駅
の
自
由
通
路
を
含
む
、
歩
行
者
立
体
横
断
施
設
の
設
置
等
を
促
進
し
た
。

・
歩
道
が
狭
隘
な
踏
切
に
つ
い
て
も
、
踏
切
道
内
に
お
い
て
歩
行
者
と
自
動
車
が
錯
綜
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
事
故
防
止
効
果
の
高
い
構
造
へ
の
改
良
を
促
進
し
た
。

45



年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

H
2
3
以
降
の

ス
ト
ッ
ク
値

H
2
3
以
降
の

ス
ト
ッ
ク
値

警
察
庁

1
2
,7
3
4
1
2
,6
3
3
1
2
,7
5
9
1
2
,5
8
1
1
2
,4
3
5
1
2
,3
5
3
1
2
,1
4
4

-
3
.5
%
-
2
.7
%

※
踏
切
道
に
お
け
る
交
通
規
制
の
実

施
箇
所
数
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

（
踏
切
）
1
3
,5
6
4
1
3
,2
1
9
1
3
,1
6
3
1
3
,0
8
8
1
2
,9
6
7
1
2
,8
6
1

箇
所

（
踏
切
）

7
4

1
5
1

2
0
8

2
4
3

2
8
3

3
3
0

踏
切
警
報
時
間
制
御
装
置
の
整
備

（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

（
踏
切
）

4
1

5
0

5
5

6
7

1
2
4

1
2
7

踏
切
遮
断
機
及
び
踏
切
警
報
機
の

整
備
（
ス
ト
ッ
ク
）

評
価
指
標

増
減
率
（
％
）

R
3

R
4

-
8
.9
%
-
1
1
.6
%

イ
ン
プ
ッ
ト

国
土
交
通
省
の
予
算
（
国
費
）

（
鉄
道
施
設
総
合
安
全
対
策
事
業
費

補
助
（
踏
切
保
安
設
備
整
備
事
業
）
）
百
万
円

1
5
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
3
0

1
6
0

1
0
1
.3
%
1
1
.5
%

6
1
2

5
9
2

実
績
デ
ー
タ

R
5 5
8
2

R
1

予
算
の
内

数
国
土
交
通
省

第
1
種
踏
切
道
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

2
9
,9
8
8
2
9
,8
6
0
2
9
,8
8
0
2
9
,8
3
6
2
9
,8
1
1
2
9
,8
0
0
2
9
,8
0
1
2
9
,7
4
8

-
0
.5
%
-
0
.8
%

国
土
交
通
省

1
0
6

2
9
,4
7
3

2
4
7

2
9
,4
4
2

1
6
1

2
9
,4
2
2

国
土
交
通
省

2
,6
5
2

-
6
.3
%
-
7
.1
%

国
土
交
通
省

第
3
種
踏
切
道
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

8
4
1

8
1
6

7
9
4

7
7
5

7
5
7

7
3
7

7
2
3

6
9
8

2
,4
5
5

第
4
種
踏
切
道
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

3
,1
3
8

3
,0
3
4

2
,9
8
1

2
,9
1
7

2
,8
6
4

2
,7
9
5

2
,7
2
6

国
土
交
通
省

3
3
,0
9
8

3
2
,5
4
0

4
8
6

踏
切
道
数
（
総
数
）
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

3
3
,9
6
7
3
3
,7
1
0
3
3
,6
6
5
3
3
,5
2
8
3
3
,4
3
2
3
3
,3
3
2
3
3
,2
5
0

2
,3
6
7

3
2
,3
7
1

5
2
2

2

1
,5
7
9

1
8
.5
%

1
0
.1
%
1
4
.1
%

国
土
交
通
省

1
9
3

4
,5
6
5

5
,3
3
3

1
4
6

5
.7
%
1
7
.5
%

国
土
交
通
省

5
,1
8
1

2
1
0

5
,0
4
9

-
1
.1
%
-
1
.5
%

国
土
交
通
省

3
9
2

1
4
.7
%
1
8
.9
%

H
2
3
以
降
の

ス
ト
ッ
ク
値

施
策
名

第
1
1
次

計
画
に

お
け
る

位
置
付
け

年 ・ 年 度

備
　
考

担
当

府
省
庁

そ れ ぞ れ の 踏 切

の 状 況 等 を 勘 案

し た 効 果 的 対 策

の 推 進
種
類
・
名
称

単
位

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
2
→
R
5
注

H
3
0
～

R
2
→

R
3
～
R
5
注

２
　
踏
切
保
安
設
備
の
整
備
及
び
交
通
規
制
の
実
施

計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
概
要

・
踏
切
道
の
利
用
状
況
、
踏
切
道
の
幅
員
、
交
通
規
制
の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
着
実
に
踏
切
遮
断
機
の
整
備

・
大
都
市
及
び
主
要
な
地
方
都
市
に
あ
る
踏
切
道
の
う
ち
、
列
車
運
行
本
数
が
多
く
、
か
つ
、
列
車
の
種
別
等
に
よ
り
警
報
時
間
に
差
が
生
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
警
報
時
間
制
御
装
置
の
整
備
等
を
進
め
、
踏
切
遮
断
時
間
を
極
力
短
く
す
る

・
自
動
車
交
通
量
の
多
い
踏
切
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
交
通
の
状
況
、
事
故
の
発
生
状
況
等
を
勘
案
し
て
必
要
に
応
じ
、
障
害
物
検
知
装
置
、
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
型
警
報
装
置
、
大
型
遮
断
装
置
等
、
よ
り
事
故
防
止
効
果
の
高
い
踏
切
保
安
設
備
の
整
備

・
高
齢
者
等
の
歩
行
者
対
策
と
し
て
も
効
果
が
期
待
で
き
る
、
全
方
位
型
警
報
装
置
、
非
常
押
ボ
タ
ン
の
整
備
、
障
害
物
検
知
装
置
の
高
規
格
化
を
推
進

・
道
路
の
交
通
量
、
踏
切
道
の
幅
員
、
踏
切
保
安
設
備
の
整
備
状
況
、
う
回
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
、
自
動
車
通
行
止
め
、
大
型
自
動
車
通
行
止
め
、
一
方
通
行
等
の
交
通
規
制
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
道
路
標
識
等
の
大
型
化
、
高
輝
度
化
に
よ
る
視
認
性
の
向
上

重
視
す
べ
き
視
点

高
齢
者
等
の
歩
行
者
対
策
（
障
害
物

検
知
装
置
の
高
規
格
化
）
の
整
備

（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

（
踏
切
）

-
-

-
-

-
-

-
2
,0
8
4

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

2
.1
%

国
土
交
通
省

高
齢
者
等
の
歩
行
者
対
策
（
全
方
位

型
警
報
装
置
）
の
整
備
（
ス
ト
ッ
ク
）
箇
所

（
踏
切
）

-
-

-
-

2
1
.6
%

国
土
交
通
省

1
0
,6
0
3

2
2
,3
1
0

-
-

-
-

-
2
2
,3
1
0

2
.2
%

1
4
,4
5
8

2
2
,7
9
7

2
,0
1
3

1
5
,9
8
6

2
3
,1
6
1

2
,9
0
5

1
3
,7
9
5

2
2
,7
5
4

1
,8
8
3

1
,5
7
9

4
2
4

1
0
,6
0
3

4
,2
2
9

1
3
1

3
5
3

R
2 8
0

2
9
,5
6
7

6
3
9

2
,5
2
7

3
2
,7
3
3

国
土
交
通
省

高
齢
者
等
の
歩
行
者
対
策
（
非
常
押

し
ボ
タ
ン
の
整
備
）
の
整
備
（
ス
ト
ッ

ク
）

箇
所

（
踏
切
）

-
-

2
2
2

2
,4
0
8

3
2
,4
4
2

5
0
3

2
1
3

6
8
4

2
,6
0
3

3
3
,0
0
4

1
8
0

-
-

-

踏
切
保
安
設
備
の
整
備
（
ス
ト
ッ
ク
）

○

3
,4
1
0

2
8
.1
%
3
1
.3
%

4
5
5

2
1
0

4
,8
4
2

1
2
,4
7
8

2
2
,6
6
1

1
,7
5
9

2
0
1

2
9
,7
1
7

3
,8
2
3

箇
所

（
踏
切
）

5
2
1

9
9
3

1
,5
1
4

2
,1
7
5
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年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

２
次
ア
ウ
ト

カ
ム

・
踏
切
遮
断
機
や
踏
切
警
報
機
の
整
備
の
ほ
か
、
障
害
物
検
知
装
置
等
の
踏
切
保
安
設
備
の
整
備
が
促
進
さ
れ
て
お
り
、
踏
切
死
傷
者
数
が
減
少
傾
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
安
全
対
策
が
寄
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

-
2
8
.9
%

国
土
交
通
省

死
亡
者
数
（
フ
ロ
ー
）

件
1
1
9

1
2
1

9
3

9
2

1
0
1

9
6

1
1
1

8
9

8
4

7
4

9
6

国
土
交
通
省

1
1

9
6

9
4

8
4

1
3
7

1
6
4

4
0
.2
%
-
5
.0
%

国
土
交
通
省

総
数
（
フ
ロ
ー
）

件
2
1
2

2
2
0

1
9
7

2
1
1

1
6
3

1
8
9

1
6
9

国
土
交
通
省

7
6

8
9

2
9
.0
%

0
.0
%

国
土
交
通
省

踏
切
事
故
の
死
傷
者
数

負
傷
者
数
（
フ
ロ
ー
）

件
9
3

9
9

1
0
4

1
1
9

6
2

9
3

5
8

6
0

1
3
2

高
齢
者
の
踏
切
事
故
件
数
（
フ

ロ
ー
）

件
-

-
-

-
-

9
1

9
8

-
8
.3
%

3
8

2
7

2
8

3
1

2
5

3
4

-
1
7
.5
%

4
3

6
1

4
5

6
1

4
1
.9
%

9
2

1
0
3

3
9
.2
%
1
7
.8
%

件 件
1
6

2
6

5
2
.9
%

5
6

1
4

5
2
1
0
0
.0
%

国
土
交
通
省

5
5
.8
%
1
5
.6
%

国
土
交
通
省

踏
切
事
故
の
発
生
件
数

2
7
7

2
5
1

2
4
6

2
1
2

2
0
4

1
8
4

2
2
1

1
8
9

1
7
6

1
4
7

1
8
9

1
7
4

2
2
9

4
3

3
5

第
１
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

第
３
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

第
４
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

件

5
5
.8
%

総
数
（
フ
ロ
ー
）

注
：
「
R
2
→
R
5
」
は
令
和
２
年
（
度
）
に
対
す
る
令
和
５
年
（
度
）
の
増
減
割
合
、
「
H
3
0
～
R
2
→
R
3
～
R
5
」
は
平
成
3
0
年
（
度
）
～
令
和
２
年
（
度
）
の
平
均
に
対
す
る
令
和
３
～
５
年
（
度
）
の
増
減
割
合
。

1
0
.8
%

国
土
交
通
省

件
3
3
1

2
9
5

2
9
0

2
4
8

2
3
6

2
2
3

1
9
5

2
1
7

2
5
0

2
2
8

1
7

2
4

2
9

8
4

1
0
2

6
9

9
0

1
4
9

2
1
6

1
1
7

1
5
7

2
5
7

2
1
1

1
6
5

備
考

記
入
府
省
庁

※
R
5
は
各
都
道
府
県
警
察
か
ら
の
速
報
値
。

警
察
庁

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
に
行
っ
た
施
策
を
踏
ま
え
た
評
価

評
価
府
省
庁

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

警
察
庁

・
踏
切
道
の
利
用
状
況
、
踏
切
道
の
幅
員
、
交
通
規
制
の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
着
実
に
踏
切
遮
断
機
の
整
備
を
行
っ
た
。

・
大
都
市
及
び
主
要
な
地
方
都
市
に
あ
る
踏
切
道
の
う
ち
、
列
車
運
行
本
数
が
多
く
、
か
つ
、
列
車
の
種
別
等
に
よ
り
警
報
時
間
に
差
が
生
じ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
警
報
時
間
制
御
装
置
の
整
備
等
を
進
め
、
踏
切
遮
断
時
間
を
極
力
短
く
し
た
。

・
自
動
車
交
通
量
の
多
い
踏
切
道
に
つ
い
て
は
、
道
路
交
通
の
状
況
、
事
故
の
発
生
状
況
等
を
勘
案
し
て
必
要
に
応
じ
、
障
害
物
検
知
装
置
、
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
型
警
報
装
置
、
大
型
遮
断
装
置
、
よ
り
事
故
防
止
効
果
の
高
い
踏
切
保
安
設
備
の
整
備
を
進
め
た
。

・
高
齢
者
等
の
歩
行
者
対
策
と
し
て
も
効
果
が
期
待
で
き
る
、
全
方
位
型
警
報
装
置
、
非
常
押
ボ
タ
ン
の
整
備
、
障
害
物
検
知
装
置
の
高
規
格
化
を
促
進
し
た
。

・
道
路
の
交
通
量
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
、
自
動
車
通
行
止
め
、
大
型
自
動
車
通
行
止
め
、
一
方
通
行
等
の
交
通
規
制
を
実
施
し
た
。

次
の
取
組
み
に
よ
り
、
踏
切
道
の
安
全
性
の
向
上
等
が
図
ら
れ
た
。

・
高
齢
者
等
の
歩
行
者
対
策
等
が
促
進
さ
れ
て
お
り
、
踏
切
事
故
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合
が
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
平
均
と
比
較
し
て
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
平
均
は
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
安
全
対
策
が
寄
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

・
踏
切
事
故
件
数
は
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
平
均
と
比
較
し
て
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
平
均
は
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
踏
切
事
故
件
数
を
削
減
す
る
た
め
に
は
既
存
の
安
全
対
策
の
ほ
か
、
A
Iカ
メ
ラ
等
に
よ
る
新
た
な
安
全
対
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省
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年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

次
の
取
組
み
に
よ
り
、
踏
切
道
の
安
全
性
の
向
上
等
が
図
ら
れ
た
。

国
土
交
通
省

２
次
ア
ウ
ト

カ
ム

2
5

3
4

2
9

1
7

2
4

1
6

2
6

5
2
.9
%
-
1
7
.5
%

国
土
交
通
省

第
３
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

件
1
1

9
6

9
4

8
4

国
土
交
通
省

5
2
1
0
0
.0
%
-
8
.3
%

5
9
2

5
8
2

1
5
.6
%

2
,3
6
7

-
6
.3
%
-
7
.1
%

-
1
1
.6
%

-
1
.5
%

1
7
4

2
2
9

5
5
.8
%

国
土
交
通
省

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

第
4
種
踏
切
道
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

3
,1
3
8

3
,0
3
4

2
,9
8
1

2
,9
1
7

2
,8
6
4

2
,7
9
5

2
,7
2
6

2
9
,4
2
2

-
0
.5
%
-
0
.8
%

国
土
交
通
省

第
3
種
踏
切
道
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

8
4
1

2
9
,7
1
7

7
9
4

3
3
,0
9
8

8
1
6

国
土
交
通
省

2
4
8

2
3
6

2
2
3

2
9
,4
7
3

7
5
7

7
3
7

7
2
3

6
9
8

6
8
4

6
3
9

6
1
2 4

3
3
,4
3
2
3
3
,3
3
2
3
3
,2
5
0

3
2
,7
3
3

5
6

1

1
8
9

1
7
6

1
4
7

1
8
9

1
8
4

2
5
1

2
4
6

2
1
2

2
0
4

1
8
0

踏
切
道
数
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

3
3
,9
6
7
3
3
,7
1
0

7
7
5

2
9
,8
8
0
2
9
,8
3
6
2
9
,8
1
1
2
9
,8
0
0
2
9
,8
0
1
2
9
,7
4
8

3
3
,6
6
5
3
3
,5
2
8

件
2
7
7

2
2
1

H
2
3

H
2
4

H
2
5

R
2 8
0

R
2
→
R
5
注

R
1

3
2
,3
7
1

R
3 1
0
6

3
2
,5
4
0

H
2
6

H
2
7

1
0
1
.3
%

-
8
.9
%

国
土
交
通
省

2
9
,5
6
7

-
1
.1
%

３
　
踏
切
道
の
統
廃
合
の
促
進

計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
概
要

踏
切
道
の
立
体
交
差
化
、
構
造
の
改
良
等
の
事
業
の
実
施
に
併
せ
て
、
近
接
踏
切
道
の
う
ち
、
そ
の
利
用
状
況
、
う
回
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
第
３
、
４
種
踏
切
道
な
ど
地
域
住
民
の
通
行
に
特
に
支
障
を
及
ば
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
統
廃
合
を
進
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

近
接
踏
切
道
以
外
の
踏
切
道
に
つ
い
て
も
同
様
に
統
廃
合
を
促
進

施
策
名

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
3
0

1
6
0

予
算
の
内

数
国
土
交
通
省

年 ・ 年 度

備
　
考

担
当

府
省
庁

そ れ ぞ れ の 踏

切 の 状 況 等 を

勘 案 し た 効 果

的 対 策 の 推 進

重
視
す
べ
き
視
点

H
3
0
～

R
2
→

R
3
～
R
5
注 1
1
.5
%

第
1
1
次

計
画
に

お
け
る

位
置
付
け

評
価
指
標

増
減
率
（
％
）

イ
ン
プ
ッ
ト

国
土
交
通
省
の
予
算
（
国
費
）

（
鉄
道
施
設
総
合
安
全
対
策
事
業

費
補
助
（
踏
切
保
安
設
備
整
備
事

業
）
）

百
万
円

1
5
0

1
1
0

3
○

4
3

3
5

第
1
種
踏
切
道
（
ス
ト
ッ
ク
）

箇
所

2
9
,9
8
8
2
9
,8
6
0

総
数
（
フ
ロ
ー
）

件
3
3
1

2
9
5

第
１
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

単
位

実
績
デ
ー
タ

R
5 1
6
1

2
1
7

R
4 2
4
7

3
2
,4
4
2

H
2
8

H
2
9

H
3
0

3
3
,0
0
4

2
1
1

2
5
0

2
9
,4
4
2

2
,6
5
2

2
,6
0
3

2
,5
2
7

2
,4
5
5

2
,4
0
8

踏
切
事
故
の
発
生
件
数

第
４
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

件

2
0
1

種
類
・
名
称

備
考

記
入
府
省
庁

3
8

2
7

2
8

3
1

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
に
行
っ
た
施
策
を
踏
ま
え
た
評
価

評
価
府
省
庁

国
土
交
通
省

・
踏
切
道
の
立
体
交
差
化
、
構
造
の
改
良
等
の
事
業
の
実
施
に
併
せ
て
、
近
接
踏
切
道
の
う
ち
、
そ
の
利
用
状
況
、
う
回
路
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
第
3
、
4
種
踏
切
道
な
ど
地
域
住
民
の
通
行
に
特
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
統
廃
合
を
進
め

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
近
接
踏
切
道
以
外
の
踏
切
道
に
つ
い
て
も
同
様
に
統
廃
合
を
促
進
し
た
。

注
：
「
R
2
→
R
5
」
は
令
和
２
年
（
度
）
に
対
す
る
令
和
５
年
（
度
）
の
増
減
割
合
、
「
H
3
0
～
R
2
→
R
3
～
R
5
」
は
平
成
3
0
年
（
度
）
～
令
和
２
年
（
度
）
の
平
均
に
対
す
る
令
和
３
～
５
年
（
度
）
の
増
減
割
合
。

5
5
.8
%
1
0
.8
%

国
土
交
通
省

1
9
5

2
5
7

1
6
5

2
2
8

2
9
0

・
踏
切
道
の
統
廃
合
等
に
よ
り
踏
切
道
数
は
着
実
に
減
少
し
て
い
る
が
、
踏
切
事
故
件
数
は
平
成
３
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
平
均
と
比
較
し
て
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
平
均
は
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
踏
切
事
故
件
数
を
削
減
す
る
た
め
に
は
更
な
る
統
廃
合
等

を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
土
交
通
省
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年
度

年
度

年
度

年
度

年 年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

1
2
.7
%

1
3
.3
%

8
.5
%

6
.9
%

1
0
.3
%

1
2
.1
%

１
次
ア
ウ
ト

カ
ム

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

-
2
.3
%
p
t
0
.9
%
p
t

-
4
.8
%
p
t

3
.6
%
p
t

0
.1
%
p
t

-
0
.9
%
p
t

側
面
衝
撃
・
限
界
支
障
（
フ
ロ
ー
）

％
1
3
.0
%

1
5
.9
%

5
6
.4
%

1
2
.1
%

1
1
.7
%

1
1
.0
%

9
.4
%

1
1
.2
%

5
7
.0
%

5
1
.2
%

5
3
.3
%

5
6
.1
%

5
5
.6
%

国
土
交
通
省

2
5

3
4

2
9

1
7

2
4

1
6

2
6

5
2
.9
%
-
1
7
.5
%

件
4
3

3
5

3
8

2
7

2
8

3
1

5
5
.8
%
1
0
.8
%

国
土
交
通
省

1
6
0

国
土
交
通
省

第
３
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

件
1
1

9
6

9
4

8
4

5
6

1
4

5
2
1
0
0
.0
%

5
8
.5
%

5
1
.0
%

停
滞
・
落
輪
・
エ
ン
ス
ト
（
フ
ロ
ー
）

％
3
0
.5
%

3
2
.2
%

1
1
0

踏
切
事
故
の
発
生
原
因
割
合

4

有
：
○

無
：
×

2
1
1

○
○

1
,4
7
9

1
,4
7
9

○

○
○

○
○

○

2
2
1

1
8
9

2
0
4

1
8
4

2
4
6

2
1
2

２
次
ア
ウ
ト

カ
ム

踏
切
事
故
の
発
生
件
数

2
0
1

2
3
6

2
2
3

-

踏
切
事
故
防
止
の
啓
蒙
活
動

○
○

-

-
8
.3
%

1
0
5
,9
6
6

第
４
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

箇
所

1
,4
7
9

3
3
.4
%

2
8
.6
%

2
6
.3
%

2
7
.4
%

3
0
.4
%

2
3
.2
%

3
0
.8
%

3
5
.2
%

3
3
.2
%

2
6
.2
%

3
0
.4
%

直
前
横
断
（
フ
ロ
ー
）

○

総
数
（
フ
ロ
ー
）

件
3
3
1

2
9
5

2
9
0

2
4
8

イ
ン
プ
ッ
ト

％
5
2
.0
%

4
8
.5
%

4
9
.3
%

4
7
.2
%

担
当

府
省
庁

そ れ ぞ れ の 踏 切

の 状 況 等 を 勘 案

し た 効 果 的 対 策

の 推 進
種
類
・
名
称

単
位

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
2
→
R
5
注
2

H
3
0
～

R
2
→

R
3
～
R
5
注
2

実
績
デ
ー
タ

R
5

R
1

重
視
す
べ
き
視
点

評
価
指
標

増
減
率
（
％
）

注
1

国
土
交
通
省

施
策
名

第
1
1
次

計
画
に

お
け
る

位
置
付
け

年 ・ 年 度

備
　
考

1
3
0

○

1
1
.5
%

予
算
の
内

数

踏
切
安
全
通
行
カ
ル
テ
の
公
表
（
ス

ト
ッ
ク
）

○
踏
切
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実

施
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

４
　
そ
の
他
の
踏
切
道
の
交
通
の
安
全
と
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
措
置

計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
概
要

・
緊
急
に
対
策
が
必
要
な
踏
切
道
は
、
「
踏
切
安
全
通
行
カ
ル
テ
」
を
作
成
・
公
表
し
、
透
明
性
を
保
ち
な
が
ら
各
踏
切
の
状
況
を
踏
ま
え
た
対
策
を
重
点
的
に
推
進

・
踏
切
道
予
告
標
、
踏
切
信
号
機
の
設
置
や
車
両
等
の
踏
切
通
行
時
の
違
反
行
為
に
対
す
る
指
導
取
締
り
を
積
極
的
に
行
う

・
自
動
車
運
転
者
や
歩
行
者
等
の
踏
切
道
通
行
者
に
対
し
、
交
通
安
全
意
識
の
向
上
及
び
踏
切
支
障
時
に
お
け
る
非
常
押
ボ
タ
ン
の
操
作
等
の
緊
急
措
置
の
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
、
踏
切
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
推
進

・
学
校
、
自
動
車
教
習
所
等
に
お
い
て
、
踏
切
の
通
過
方
法
等
の
教
育
を
引
き
続
き
推
進
す
る
と
と
も
に
、
鉄
道
事
業
者
等
に
よ
る
高
齢
者
施
設
や
病
院
等
の
医
療
機
関
へ
踏
切
事
故
防
止
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
を
促
進

・
IC
T
技
術
の
発
展
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
、
社
会
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
見
据
え
、
更
な
る
踏
切
道
の
安
全
性
向
上
を
目
指
し
、
対
策
を
検
討

・
踏
切
事
故
に
よ
る
被
害
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て
も
、
事
故
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
す
る

国
土
交
通
省
の
予
算
（
国
費
）

（
鉄
道
施
設
総
合
安
全
対
策
事
業

費
補
助
（
踏
切
保
安
設
備
整
備
事

業
）
）

百
万
円

1
5
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
8
0

1
0
1
.3
%

-

R
2

R
3

R
4

1
,4
7
9

-
9
.7
%
-
9
.7
%

-
○

-

○

○ ○

2
4
7

1
,3
3
6

○

1
,4
7
9

1
0
6

1
,3
3
6

○

8
0

国
土
交
通
省

-
3
2
.8
%

有
：
○

無
：
×

-
-

1
,4
7
9

第
１
種
踏
切
道
（
フ
ロ
ー
）

件
2
7
7

2
5
1

9
2
,3
1
3

○
○

1
0
5
,4
9
5
1
0
5
,9
7
5
9
7
,1
4
5
1
0
4
,7
8
0
9
6
,9
4
0

○

踏
切
不
停
止
等
違
反
件
数
（
フ

ロ
ー
）

件

-

○ ○

国
土
交
通
省

警
察
庁

5
5
.8
%
1
5
.6
%

2
2
9

1
7
6

1
4
7

1
8
9

1
7
4

5
7
.6
%

1
9
5

8
4
,4
7
1
7
7
,3
6
4
9
5
,6
8
4
9
0
,4
8
9
7
6
,1
9
2
6
4
,2
6
3

-
1
0
.3
%

2
5
7

1
6
5

注
１
：
評
価
指
標
の
単
位
が
「
％
」
の
も
の
は
、
「
％
」
の
差
「
％
p
t」
に
て
計
算
。

注
2
：
「
R
2
→
R
5
」
は
令
和
２
年
（
度
）
に
対
す
る
令
和
５
年
（
度
）
の
増
減
割
合
、
「
H
3
0
～
R
2
→
R
3
～
R
5
」
は
平
成
3
0
年
（
度
）
～
令
和
２
年
（
度
）
の
平
均
に
対
す
る
令
和
３
～
５
年
（
度
）
の
増
減
割
合
。

2
5
0

2
2
8

国
土
交
通
省

1
6
1

1
,3
3
6

○ ○

○

国
土
交
通
省

2
1
7
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・
各
踏
切
の
対
策
を
重
点
的
に
推
進
す
る
た
め
踏
切
安
全
通
行
カ
ル
テ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
踏
切
道
通
行
者
の
交
通
安
全
意
識
の
向
上
等
を
図
る
た
め
毎
年
踏
切
事
故
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
踏
切
事
故
防
止
の
啓
蒙
活
動
を
実
施
し
て
い
る
が
、
踏
切
事
故
件
数
は
平
成
３

０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
と
比
較
し
て
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
平
均
は
横
ば
い
で
あ
っ
た
。

・
踏
切
事
故
の
発
生
原
因
割
合
で
は
、
直
前
横
断
が
５
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
側
面
衝
撃
や
停
滞
等
の
踏
切
道
通
行
者
に
起
因
す
る
も
の
を
含
め
る
と
9
割
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
活
動
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

次
の
取
組
み
に
よ
り
、
踏
切
道
の
安
全
性
の
向
上
等
が
図
ら
れ
た
。

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
に
行
っ
た
施
策
を
踏
ま
え
た
評
価

備
考

記
入
府
省
庁

・
緊
急
に
対
策
が
必
要
な
踏
切
道
は
、
「
踏
切
安
全
通
行
カ
ル
テ
」
を
作
成
・
公
表
し
、
透
明
性
を
保
ち
な
が
ら
各
踏
切
の
状
況
を
踏
ま
え
た
対
策
を
重
点
的
に
推
進
し
た
。

・
踏
切
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
運
転
者
や
歩
行
者
等
の
踏
切
道
通
行
者
に
対
し
、
交
通
安
全
意
識
の
向
上
及
び
踏
切
支
障
時
に
お
け
る
非
常
押
ボ
タ
ン
の
操
作
等
の
緊
急
措
置
の
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。

・
鉄
道
事
業
者
等
に
よ
る
高
齢
者
施
設
や
病
院
等
の
医
療
機
関
へ
踏
切
事
故
防
止
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
を
促
進
し
た
。

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省

警
察
庁

国
土
交
通
省

評
価
府
省
庁
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重視すべき視点に関するロジックモデル 

 

  

1 踏切道の立体交差化、構造の
改良及び歩行者等立体横断施設
の整備の促進

重点施策及び新規施策アウトプット1次アウトカム2次アウトカム最終アウトカム

注１）評価指標の趨勢の評価を以下の記号で示してい
る。評価が困難な場合は、記号を記載していない。
〇：改善してる（青字）
×：悪化している（赤字）
－：停滞している（緑字）
注２）記号の後の数値は、 平成30年～令和２年 (度)に
対する令和３年～令和５年 (度)の増減割合。評価指標
の単位が「％」のものは、「％」の差「％ pt」にて計
算。データの把握が困難な場合は記載していない。

立体交差化により除却された踏切
道（ストック） ○,23.2％

2 踏切保安設備の整備及び交通
規制の実施【再掲】

高齢者等の歩行者対策（全方位型
警報装置）の整備（ストック）

【再掲】
高齢者等の歩行者対策（非常押し
ボタンの整備）の整備（ストッ
ク） ○,2.1％

【再掲】
高齢者等の歩行者対策（障害物検
知装置の高規格化）の整備（ス
トック） ○,21.6％

第1種踏切道（ストック）

3 踏切道の統廃合

【再掲】踏切事故の発生件数
・第１種踏切道（フロー）

×,15.6%
・第３種踏切道（フロー）

○,-8.3%
・第４種踏切道（フロー）

○,-17.5%
・総数（フロー）

×,10.8%

• 踏切事故件数を令和２年と比
較して約１割削減

（令和２年：１７３件）

観点：それぞれの踏切の状況を
勘案した効果的対策の推進

【ロジックモデルに位置づかなかった施策 】
○重点施策及び新規施策

4 その他の踏切道の交通の安全
と円滑化を図るための措置

構造改良を行った踏切道（ストッ
ク） ○,37.3％

歩行者等立体横断施設を整備した
踏切道（ストック） ○,40.0％

○,-0.8%

第3種踏切道（ストック）○,-11.6%

第4種踏切道（ストック） ○,-7.1%

踏切遮断機及び踏切警報機の整備
（ストック） ○,18.9％

踏切警報時間制御装置の整備（ス
トック） ○,17.5％

【再掲】
第1種踏切道（ストック） ○,-0.8%

【再掲】
第3種踏切道（ストック）○,-11.6 %

【再掲】
第4種踏切道（ストック） ○,-7.1%

踏切事故防止キャンペーンの実施

踏切事故防止の啓蒙活動

踏切安全通行カルテの公表（ス
トック） ○,-9.7%

高齢者の踏切事故件数（フロー）
-,0.0％

踏切事故の死傷者数
・負傷者数（フロー） ○,-28.9%
・死亡者数（フロー） ×,17.8%
・総数（フロー） ○,-5.0%

踏切不停止等違反件数（フロー）
○,-10.3 %

踏切事故の発生原因割合
・直前横断（フロー） ×,0.9%pt
・停滞・落輪・エンスト（フ
ロー） ×,0.1%pt
・側面衝突・限界支障（フロー）

○,-0.9%pt

踏切事故の発生件数
・第１種踏切道（フロー）

×,15.6.%
・第３種踏切道（フロー）

○,-8.3%
・第４種踏切道（フロー）

○,-17.5%
・総数（フロー）

×,10.8 %

高齢者等の歩行者対策（全方位型
警報装置）の整備（ストック）

高齢者等の歩行者対策（非常押し
ボタンの整備）の整備（ストッ
ク） ○,2.1％

高齢者等の歩行者対策（障害物検
知装置の高規格化）の整備（ス
トック） ○,21.6％

○,31.3 %

○,31.3 %
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第５章 まとめ 

 本章では、評価を踏まえた課題、次期計画への反映方法や目標設定の方向性について整理する。 

  

【計画全体の評価を踏まえた課題】 

 第 11 次計画の目標は、「令和７年までに踏切事故件数を令和２年と比較して約１割削減する

ことを目指す。」である。 

 踏切事故の発生件数は、長期的には減少傾向であるが、同計画期間においては、前計画期間

と比べてほぼ横ばいであり、令和 2年度の同事故の発生件数と比較し増加している。 

 このため、第 11次計画の目標は、達成できない見込みである。 

 しかしながら、踏切事故の発生件数は、前述のとおり長期的には減少傾向であり、かつ同事

故による死傷者数も減少傾向であることを踏まえると、当該計画は一定の効果があったと認

められる。 

 踏切事故は直前横断等の通行者に起因するものが多く、それらを防止する対策が必要である。 

また、死亡者は歩行者の割合がほとんどを占めることから、歩行者に対する取組も必要とな

る。 

 

【計画全体の評価を踏まえた次期計画への反映方法・計画全体の目標設定の方向性】 

 踏切事故を削減するためには、引き続き、抜本的な対策として、踏切道の立体交差化及び統

廃合に伴う踏切道数の削減が必要である。 

 また、踏切事故の死亡者は歩行者の直前横断等に起因するものが多い事から、保安設備の増

強、踏切キャンペーン等の啓発活動の実施や新たな技術を活用した新たな対策を実施してい

く必要がある。 

 第 11 次計画以後の 5 年間には、社会を取り巻く環境について、例えば以下のような変化が

見込まれている。 

－総人口が減少していく一方での高齢者人口の増加 

－インバウンド観光客の増加 

－情報通信技術の発展や AIカメラの普及 

 このため、踏切事故の減少及び死亡者数を減少させるため、より効果的な対策を講ずるべく、

これまでの施策を持続させつつ、AI カメラ等の新たな技術を活用した対策などを推進する

必要がある。 
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